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〔対象財産〕

諮 問 事 項 １

岡山市中区高屋に所在する留保財産の利用方針の策定等について

所在地 口座名等 区分 数量 利用用途 処理方針 定期借地期間

岡山市中区高屋字
四反地28番1外1筆

旧岡山運輸支局庁舎
及び旧高屋住宅

土地 9,180.05㎡
民間

収益施設
二段階

一般競争入札
30年

（事業用定期借地）



利用方針の策定について



国土地理院地図
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１．留保財産の概要(旧岡山運輸支局庁舎及び旧高屋住宅）
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（２）基本情報

百間川

スーパー

対象財産整形外科病院

カー用品店

レンタルＣＤ店

幡多小学校

ファミレス

国土地理院撮影の空中写真

西側
隣接
国有地

準工業地域

第一種中高層住居専用地域・第二種住居地域

≪物件の概要≫

所 在 地：岡山市中区高屋字四反地28番1外1筆

面 積：9,180.05㎡

用 途 地 域：準工業地域

建蔽率・容積率：60％・200％

沿 革：令和3年1月 国土交通省（中国運輸局）より所管換



（３）現況図及び現況写真（接道状況）
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岡山県

岡山市

岡山県
岡山市

利用要望なし

○公的利用

○利活用に関する意見

（１）岡山県・岡山市との協議等

※ 令和２年４月に岡山県が、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針として、市町村を超える広域的
見地から策定。本プランにおいて、岡山市は「コンパクトでネットワーク化された都市づくりを進める」
とされている。

※ 令和３年３月に岡山市が「コンパクトでネットワーク化された都市づくり」を実現するための実行戦
略として策定。

２．利用方針案の作成に向けた取組み

○ 岡山県南広域都市計画区域マスタープランを踏まえた利活用が望ましい

○ 岡山市立地適正化計画を踏まえた利活用が望ましい

○ 特定の利用用途や誘導施設に関する意見・要望はなく、民間収益施設で利
用することに異存はない

○ 特定の利用用途や誘導施設に関する意見・要望はなく、民間収益施設で利
用することに異存はない

本財産は居住誘導区域(人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保
されるよう、居住や生活サービス施設などを誘導する区域)に立地しているものの、具体的な誘導施設は
設定されていない。



〇業務施設
・研究所
・インキュベーションオフィス（注）

（注）起業家の育成や新しいビジネスを支援する施設

（２）マーケットサウンディング調査結果

（令和５年５月～９月に追加ヒアリング）

６者（不動産業、その他の業種）

〇商業施設
・食品スーパー
・ドラッグストア
・家電量販店
・ホームセンター
・衣料品店
・均一価格ショップ
・理美容サービス
・飲食店

〇医療施設
・病院・クリニック

〇教育・学習支援施設
・塾

〇子育て支援施設
・保育園
・幼稚園
・学童保育

〇健康関連施設
・フィットネスクラブ
・屋内運動施設

全面積を一体的に利用

事業用定期借地による30年がよいという意見が太宗

〇地域住民の交流の場として活用可能
〇災害時の一時避難場所として活用可能

実施期間

参 加 者

提案施設

利用面積

定期借地期間

地域貢献に
関する意見

令和３年８月２３日～１０月１５日

・都心から少し離れ賃貸住宅の需要が少ない地域に所在している
・高齢者入居施設などは約9,000㎡の敷地に単体で整備するには大きすぎる
・耐用年数50年以上の商業施設の整備は、建築費用が高額となり投資額の回収や利益確保
が難しい

<50年以上の一般定期借地に関する意見>



３．利用方針に関する検討結果

検討結果
＜地域・社会のニーズに対応＞

○民間収益施設としての提案が大半

○借地期間は３０年がよい

○地域住民の交流の場や災害時の
一時避難場所としても活用可能

岡山県・岡山市の意見ﾏｰｹｯﾄｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査結果

○ 利用用途は民間収益施設

○公的な利用要望はない

○特定の利用用途や誘導施設に関する
意見・要望はなく、民間収益施設で
利用することに異存はない

※岡山市立地適正化計画における居住誘導区域に
立地しているものの、具体的な誘導施設は設定
されていない

○ 地域住民の交流の場や災害時の一時避難場所など地域に貢献する

機能も誘導

○ 定期借地期間は３０年（事業用定期借地）



４．利用方針（案）

対 象 財 産
( 口 座 名 等 )

旧岡山運輸支局庁舎及び旧高屋住宅

利 用 用 途 民間収益施設 【利用方針③】

処 理 方 針 二段階一般競争入札

定 期 借 地 期 間 ３０年（事業用定期借地）
※ 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、借地権を設定するもの

導入すべき施設

商業施設
・食品スーパー ・ドラッグストア ・家電量販店
・ホームセンター ・衣料品店 ・均一価格ショップ
・理美容サービス ・飲食店

医療施設 ・病院 ・クリニック

業務施設 ・研究所 ・インキュベーションオフィス

健康関連施設 ・フィットネスクラブ ・屋内運動施設

教育・学習支援施設 ・塾

子育て支援施設 ・保育園 ・幼稚園 ・学童保育

※ 単独又は複合のいずれも可能

導 入 が
望 ま し い 機 能

・地域コミュニティへの貢献機能(地域住民の交流の場などとしての活用)
・地域防災への貢献機能(災害時の一時避難場所などとしての活用)



二段階一般競争入札の実施について

（審査委員の選任を含む）



５． 二段階一般競争入札の流れ
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６． 審査委員会について

審査委員会の業務

① 経営、経済、不動産等の専門的知見を有する者

② 不動産投資、運用、ファイナンス等の専門的知見を有する者

③ 都市計画、建築等の専門的知見を有する者

④ 当該土地が所在する地方公共団体の都市計画部局の長等

⑤ 国有財産地方審議会委員

から審査委員を選任し、人数はおおむね５名

審査委員会の構成

① 入札案内書（案）（開発条件、企画提案審査要領等）確認

② 企画提案書を審査し審査結果を財務局長に報告

③ 企画提案書に係る重大な変更があった場合の審査

<分野>



７．今後のスケジュール（予定）

令和６年１１月 二段階一般競争入札公告

令和７年１０月 企画提案書審査

令和７年１２月 価格競争入札

定期借地契約締結

旧岡山運輸支局庁舎及び旧高屋住宅


